
なぎさづくり促進協議会設置要綱 

(趣旨) 
第1条 この要綱は、なぎさづくり促進協議会の設置及び運営に関し必要な事項を定め 

るものとする。 

(設置) 
第２条  相模湾沿岸の変化に富んだ美しい自然海岸を将来へ引き継ぐため、海岸保全

行政及びこれにかかわる関係機関の長が緊密に協議し、その適切な推進を図る

ため、なぎさづくり促進協議会（以下「促進協議会」という。）を設置する。 

(所掌事務) 
第３条  促進協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 
（１） 相模湾沿岸（東京湾沿岸の一部を含む）の適正な海岸保全に関すること。

（２） 海岸事業の実施及び海岸の維持管理に関すること。

（３） 相模湾沿岸海岸保全連絡調整会議における調整事項に関すること。

（４） その他海岸保全行政に関し調整を必要とする事項に関すること。

（構成） 
第４条  促進協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。 
２ 促進協議会に会長を置き、会長は、神奈川県知事をもって充てる。 
３ 会長は、会務を総括する。 
４ 会長に不都合があるときは、会長があらかじめ指名したものがその職務を行う。 
５ 促進協議会に顧問を置き、顧問は神奈川県議会なぎさ議員連盟（なぎさ会）議員を

充てる。 

（会議の招集等） 
第５条 促進協議会は、原則として年 1 回開催する。 
２ 会長は、前項に定めるもののほか、必要と認めた場合に、促進協議会を招集するこ

とができる。 
３ 促進協議会の議長は、会長がこれに当たる。 

（庶務） 
第６条  促進協議会の庶務は、神奈川県県土整備局河川下水道部河港課において処理

する。 

（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、促進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

促進協議会に諮って定める。 

附則 
この要綱は、平成１８年３月２７日から施行する。 
この要綱は、平成２０年５月２８日から施行する。 
この要綱は、平成２２年５月３１日から施行する。 
この要綱は、平成２８年７月 ８日から施行する。 
この要綱は、令和 ４年７月１５日から施行する。 
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